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第１章 実施計画の策定の趣旨 

 

 本市においては、平成17年３月に策定した「産業廃棄物処理対策基本計画」の基本理念

である「循環型社会の実現に向けて」のもと、排出事業者、処理業者、市民及び本市の産

業廃棄物行政推進のための基本的な事項を定め、産業廃棄物の適正処理、資源化・減量化

を進めてきました。 

また、蒲原町、由比町を編入したことによる産業構造の変化に対応するため、平成22年

３月に改定を行い、産業廃棄物を取り巻く状況に応じた施策を推進してきましたが、状況

の変化により一層柔軟に対応し、施策評価を行うことができるよう、従来の計画の枠組み

を平成27年３月に「方針」と「実施計画」の２部構成に改めました。 

「方針」は、特段の計画期間を定めず、基本的事項を示すものとし、「実施計画」は、

各年度に実施する具体的な施策及び目標を設定し、施策評価を行うことにより、各施策を

効果的かつ着実に実施することを目指すものです。 

 なお、食品ロスの削減の推進に関する法律（令和元年法律第19号。以下「食品ロス削減

推進法」という。）に市町村食品ロス削減推進計画の策定が規定されたことに伴い、令和

３年度より食品ロス削減を進めるための新たな施策を追加し、本市の産業廃棄物の各種施

策と合わせて推進していくこととします。 
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第２章 産業廃棄物処理対策の推進 

 第１節 推進方針の施策体系 

【基本方針】 

(1)発生抑制の推進 ①排出事業者向けＰＲの実施 

②食品ロス削減推進法に基づく排出事業者向けＰＲの実施 

③多量排出事業者の処理計画作成義務等による発生抑制 

④発生抑制に係る情報提供 

(2)減量化の推進 ①自己処理の推進による減量 

②食品ロス削減推進法に基づく減量 

(3)再使用の促進 ①再使用可能品の使用促進 

(4)資源の循環利用の促進 ①循環利用の容易な製品の開発 

②循環利用に係る情報提供 

③建設資材の再資源化 

④公共事業における資源の循環利用 

 

(1)排出事業者の適正処理責

任の徹底 

①自己管理・評価システム等の導入・拡大 

②処理業者への適正な委託と確認 

③マニフェストシステムの適正な運用 

④多量排出事業者の処理計画作成義務等の周知徹底 

⑤関係法令の遵守と社内体制の整備 

(2)処理業者等への適正処理

の指導 

①許可申請審査時の適正処理の指導 

②処理・処分施設及び有害使用済機器保管業者の監督 

③優良な処理業者の育成 

④条例の適切な運用 

⑤処理施設の適正な立地の指導 

(3)不法投棄等の防止の強化 ①不法投棄の監視・調査 

②市民及び関係機関との連携 

(4)有害廃棄物対策の推進 ①感染性廃棄物の適正処理の推進 

②ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

③有害物質使用事業場への立入調査 

④最終処分場等施設周辺の環境水質の調査 

 

(1)事業者への啓発強化 ①関係団体と連携した取組 

(2)市民の理解と協力意識の醸成 ①住民と事業者のコミュニケーションの促進 

(3)情報の管理・公開の推進 ①積極的な情報提供と情報公開の推進 

②関係主体による情報共有 

③電子申請、届出の推進 

 

１ 
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第２節 令和５年度 実施計画 

 １ 基本方針１ ４Ｒのさらなる推進 

（１）発生抑制の推進 

   ① 排出事業者向けＰＲの実施 

     排出事業者に対して、生産工程、作業工程を改善し、産業廃棄物の発生を極力

抑制するよう、立入調査時に啓発します。 

 

   ② 食品ロス削減推進法に基づく排出事業者向けＰＲの実施 

     動植物性残渣を排出する食品製造業等の事業者に対して、生産工程、作業工程

を改善し、動植物性残渣の発生を極力抑制するよう、立入調査時に啓発します。 

    

③ 多量排出事業者の処理計画作成義務等による発生抑制 

     多量排出事業者は、産業廃棄物処理計画書を作成し、その計画の実施状況を報 

告しなければなりません。計画作成に当たり、排出事業者自ら産業廃棄物の発生 

抑制に努めるよう指導します。 

     

   ④ 発生抑制に係る情報提供 

     産業廃棄物の発生抑制に関する情報を収集するとともに、排出事業者に対して 

積極的に情報提供を行います。 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

多量排出事業者への立入件数 
２０件 

 ２０件（２０件） 

※一部、書面により実施 
Ａ 

上記のうち動植物性残渣を排出す

る多量排出事業者への立入件数 
１件 

 
１件（１件） Ａ 

  ※目標と実績等を総合的に判断し、以下の基準（目安）により評価 

評価基準（Ｓ：105％以上、Ａ：90％以上105％未満、Ｂ：70％以上90％未満、Ｃ：70％未満、－：未実施） 

 

（２）減量化の推進 

   ① 自己処理の推進による減量 

     排出事業者において、産業廃棄物の種類に応じて適正な減量化を自ら行うよう

啓発を行います。 

 

   ② 食品ロス削減推進法に基づく減量 

     食品製造業等の排出事業者において、動植物性残渣の適正な減量化を自ら行う

よう啓発を行います。 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

多量排出事業者への立入件数 
２０件 

 ２０件（２０件） 

※一部、書面により実施 
Ａ 

上記のうち動植物性残渣を排出す

る多量排出事業者への立入件数 
１件 

 
１件（１件） Ａ 
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（３）再使用の促進 

   ① 再使用可能品の使用促進 

     事業者に対して、再使用可能な製品を使用するよう、立入調査時に啓発しま

す。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

多量排出事業者への立入件数 
２０件 

 ２０件（２０件） 

※一部、書面により実施 
Ａ 

 

（４）資源の循環利用の促進 

   ① 循環利用の容易な製品の開発 

     事業者に対して、製品が産業廃棄物となったときに容易に減量化、循環利用の 

    できる製品の開発に努めるよう啓発を行います。 

 

   ② 循環利用に係る情報提供 

     産業廃棄物の循環利用に関する情報を収集するとともに、事業者に対して積極

的に情報提供を行います。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

多量排出事業者への立入件数 
２０件 

 ２０件（２０件） 

※一部、書面により実施 
Ａ 

 

   ③ 建設資材の再資源化 

     建設工事の受注者に対して、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（以下「建設リサイクル法」という。）を遵守し、分別解体及び再資源化を実施

するよう、立入調査時に指導を行います。 

   

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

解体現場等への立入件数 １００件  １００件（１１９件） Ｓ 

 

   ④ 公共事業における資源の循環利用 

     公共事業から発生する産業廃棄物について、循環利用が図られるよう、関係部 

    局に対して啓発を行います。 

   

 ２ 基本方針２ 安全・安心な廃棄物処理の推進 

（１）排出事業者の適正処理責任の徹底 

   ① 自己管理・評価システム等の導入・拡大 

     ＩＳＯ、エコアクション21の認証取得などの環境管理システムや自己評価シス

テム等、継続的に産業廃棄物処理を改善・向上させる自己管理システムの導入を

図るよう、事業者に対して、立入調査時に啓発を行います。 
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   ② 処理業者への適正な委託と確認 

     産業廃棄物の処理を委託する場合、委託基準を遵守するよう、事業者に対し

て、立入調査時に指導を行います。      

また、平成21年３月に制定した静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例（ 

    以下「条例」という。）に基づき、産業廃棄物の処理を委託するときは、処理業

者の施設実地確認を実施するよう、事業者に対して、立入調査時に指導、啓発を

行います。 

     合わせて食品製造業等の排出事業者に対しては、動植物性残渣を適正にリサイ

クル処理できる中間処理業者を委託先として選定するよう、立入調査時に情報提

供、啓発を行います。 

 

   ③ マニフェストシステムの適正な運用 

     産業廃棄物管理票（マニフェスト）による産業廃棄物の処理の確認を行うこと 

により、適正処理が確保されます。マニフェストの適正な運用を励行するよう、 

事業者に対して、立入調査時に指導を行います。 

 

★多量排出事業者への指導・立入業務  

提出された多量排出事業者からの処理計画をもとに立入検査を実施し、処理計

画の実施状況に関する把握に努めるとともに、マニフェストや産業廃棄物に係る

契約書の内容確認を行い、多量排出事業者としての適正処理の状況を確認し指

導、助言を行います。 

 

★病院等への指導・立入業務 

     特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物を扱い、排出する病院等への指導・立 

入検査を実施し、感染性廃棄物の適正処理に関する把握に努めるとともに、マニ

フェストや産業廃棄物に係る契約書の内容確認、特別管理産業廃棄物が搬出され

るまでの運搬過程の確認等の指導、助言を行います。なお、近年流行している新

型感染症の感染状況によっては、立入検査を行わない場合があります。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

多量排出事業者の立入件

数 
２０件 

 ２０件（２０件） 

※一部、書面により実施 
Ａ 

病院等への立入件数 ２７件  
２７件（２０件） 

※コロナの影響により一部実施不可 
Ａ 

 

   ④ 多量排出事業者の処理計画作成義務等の周知徹底 

     多量排出事業者に対して、産業廃棄物処理計画の作成及び実施状況の報告義務

があることを通知するとともに、市ホームページにより周知徹底します。また、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）の規定に
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基づき、提出された処理計画書及び実施状況報告書をホームページにより公表し

ます。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

産業廃棄物処理計画書及び 

実施状況報告書のHP縦覧 
随時・通年  

随時・通年 

（１０９件公表） 
Ａ 

 

   ⑤ 関係法令の遵守と社内体制の整備 

     産業廃棄物を適正に処理するには、排出事業者及び処理業者それぞれが廃棄物

処理法をはじめとする関係法令を熟知し、かつ遵守しなければならないため、法

令等の遵守の徹底を指導します。 

     また、廃棄物管理や環境管理のための組織の設置、社員に対する環境教育・研

修の実施をすることを、事業者に対して、指導、啓発を行います。 

 

 （２）処理業者への適正処理の指導 

   ① 許可申請審査時の適正処理の指導 

     収集運搬業者及び処分業者において、適正な処理が行われるよう、許可申請時 

に指導するとともに、審査を厳正に行います。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄

物収集運搬業申請受付・審査 
随時・通年  随時・通年（１４件） Ａ 

産業廃棄物・特別管理産業廃

棄物処分業申請受付・審査 
随時・通年  随時・通年（１５件） Ａ 

 

   ② 処理・処分施設の監督 

     処分業者の施設が適切に維持管理されるよう、運用状況について、立入調査を 

実施し、指導、監督を行います。 

また、収集運搬業者の積替え保管施設及び有害使用済機器保管業者の事業場に

ついても、同様に立入調査を実施し、指導、監督を行います。  

使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」とい

う。）に係る解体業・破砕業の処理施設についても、同様に立入調査を実施し、

指導、監督を行います。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

産業廃棄物・特別管理産業廃棄

物処分業者立入件数 
４６件  ３０件（３０件） Ａ 
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産業廃棄物・特別管理産業廃棄

物収集運搬業(積替保管有）立

入件数 

１５件  ２３件（２３件） Ａ 

産業廃棄物処理施設への立入

件数 
１１件  １１件（１１件） Ａ 

産業廃棄物処理施設定期検査

の実施数 
２件  ３件（３件） Ａ 

有害使用済機器保管業者立入

件数 
随時・通年  随時・通年（８件） Ａ 

自動車リサイクル法の解体

業・破砕業者への立入件数 
１１件  １３件（１３件） Ａ 

  

   ③ 優良な処理業者の育成 

     排出事業者が優良な処理業者を選択しやすい環境を整備することで、処理業者 

の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を確保する必要があります。そのため、

処理業者が優良認定を受けることを促進します。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

優良産廃処理業者認定の実施 随時・通年  随時・通年（２件） Ａ 

 

   ④ 条例の適切な運用 

     条例では、産業廃棄物の適正な処理を促進し、生活環境の保全を確保すること

を目的として、県外産業廃棄物市内搬入協議、処理状況の報告、処理施設設置に

関する事前手続等を定めています。これらの定められた手続等を、確実に実施し

ます。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

県外産業廃棄物事前協議の実施 随時・通年  随時・通年（８６件） Ａ 

 

   ⑤ 処理施設の適正な立地の指導 

     処理施設の整備に当たって、法令等の基準に従うことはもとより、周辺の生活

環境に十分に留意した適正な立地が行われるよう、条例に基づく事前手続時に指

導を行います。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

事前手続の実施 随時・通年  随時・通年（４件） Ａ 

 

（３）不法投棄等の防止の強化 
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① 不法投棄の監視・調査 

     不法投棄が行われないよう、パトロールによる監視を行うとともに、早期発見

に努めます。 

     また、不法投棄を発見した場合は、行為者の調査を行うとともに、再発防止の

対策を実施するよう土地の管理者等に対して、指導を行います。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

廃棄物監視機動班によるパト

ロール出動日数 
９０日  ９０日（９０日） Ａ 

不法投棄廃棄物の調査・回収 
不法投棄件数 

２９５件以内 

 不法投棄件数 

３６０件以内 

（２６６件） 

Ｓ 

    

   ② 市民及び関係機関との連携 

     不法投棄等の防止対策として、市職員だけでは、広範囲な市域をカバーするこ

とができないため、市民及び関係機関と連携して行います。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

山間地等廃棄物不法投棄監視

員制度 監視員委嘱者数 
１３０人  １３５人（１３３人） Ａ 

スカイパトロールの実施 ２回  ２回（２回） Ａ 

不法投棄監視ウィークの実施 ６月に実施  ６月に実施 Ａ 

（公社）静岡県産業廃棄物 

協会との合同回収の実施 
１回  １回（１回） Ａ 

路上一斉調査の実施 １回 
 １回（０回） 

※コロナの影響により中止 
－ 

警察機関との情報交換の実施 随時・通年  随時・通年 Ａ 

                           

（４）有害廃棄物対策の推進 

   ① 感染性廃棄物の適正処理の推進 

     感染性廃棄物については、不適正処理が行われた場合には、特に病原体による

健康への影響が懸念されます。病院への立入調査を実施し、管理体制の充実、処

理状況の把握、分別・保管などの施設内管理の徹底等、感染性廃棄物の適正処理

について指導します。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

病院等への立入件数 ２７件  
２７件（２０件） 

※コロナの影響により一部実施不可 
Ａ 
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② ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

     ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物を保管している事業者は、保管状況等を

届け出るとともに、処分されるまでの間、廃棄物処理法の基準に従い保管するこ

とになります。ＰＣＢ廃棄物を保管している事業者への立入調査を実施し、適正

な管理・保管について指導します。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

ＰＣＢ保管状況届出書の    

受付・管理・集計 
随時 

 届出書の受付件数 

随時（２２１件） 
Ａ 

保管事業者等への立入検査

等（トランスコンデンサ、

蛍光灯安定器） 

３００件 

 

３００件（６４５件） Ｓ 

 

   ③ 有害物質使用事業場への立入調査 

     有害物質を使用する事業場から排出される廃棄物について、その適正処理が行

われなかった場合、人の健康や生活環境に重大な影響が生じます。このため、有

害物質を使用する事業場への立入調査を実施し、適正処理について指導します。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

特別管理産業廃棄物      

多量排出事業者の立入件数 
随時・通年  随時・通年（５件） Ａ 

病院等への立入件数 ２７件  
２７件（２０件） 

※コロナの影響により一部実施不可 
Ａ 

 

   ④ 最終処分場等施設周辺の環境水質の調査 

     産業廃棄物の最終処分場など周辺環境への影響が懸念される施設の雨水を含む 

排出水等が流入する河川等において、水質検査を年１回実施します。 

 また、燃え殻等が混入する建設残土が放置される土地の周辺住民が地下水を飲

用に供することから、ダイオキシン類のモニタリング調査及び水道水の水質検査

項目について、地下水の水質検査を年２回実施します。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

河川等の水質調査 ２地区  ２地区（２地区） Ａ 

地下水の水質調査 １地区  １地区（１地区） Ａ 

  

３ 基本方針３ 廃棄物に対する意識の高揚・醸成 

（１）事業者への啓発強化 

   ① 関係団体と連携した取組 

     公益社団法人静岡県産業廃棄物協会等の関係団体と連携して研修会を実施し、
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事業者への情報提供や啓発を図ります。 

 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

産廃施設親子見学事業  

（ぼくらは産廃探偵団）への参画 
２回  ２回（２回） Ａ 

静岡県産業廃棄物協会講演会

への参画 
 １回  

１回（０回） 

※コロナの影響により中止 
－ 

 

（２）市民の理解と協力意識の醸成 

   ① 住民と事業者のコミュニケーションの促進 

     住民と事業者は共に地域社会の一員として、互いの理解を得られるよう、コミ

ュニケーションを活発にする必要があります。住民と事業者がコミュニケーショ

ンを積極的に実施するよう産業廃棄物処理施設を設置する際には、事業者に説明

会の開催実施を働きかけます。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

産業廃棄物処理施設設置等に

係る住民説明会開催計画書、

開催報告書の受付 

随時・通年  随時・通年（４件） Ａ 

 

（３）情報の管理・公開の推進 

   ① 積極的な情報提供と情報公開の推進 

     排出事業者、処理業者、市民及び行政がそれぞれの役割を担う必要があるた

め、市が取得した情報を積極的に公表するよう努めます。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

提出された産業廃棄物収集運

搬・処分業実績報告書の縦覧 

縦覧の実施 

（令和４年度分） 

 縦覧の実施 

（令和３年度分） 
Ａ 

   

  ② 関係主体による情報共有 

     産業廃棄物に係る事務を行う都道府県及び政令市の間で、必要な情報を交換

し、共有するよう努めます。 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

県・政令市会議への参加 １回  １回（１回） Ａ 

四県八市会議への参加 １回  
１回（１回） 

※Ｗｅｂ会議による開催 
Ａ 
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東海・北陸ブロック会議への

参加 
１回  

１回（１回） 

※書面による開催 
Ａ 

大都市清掃事業協議会産業 

廃棄物担当課長会議への参加 
１回  

１回（１回） 

※書面による開催 
Ａ 

 

   ③ 電子申請、届出の推進 

     産業廃棄物に係る様々な申請や届出が提出されていますが、行政手続の効率

化、迅速化を図るため、電子申請の利用を推進します。 

 

活動内容 令和５年度目標  令和４年度目標（実績） 評価 

ホームページによる周知 随時・通年  随時・通年 Ａ 
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令和５年度静岡市産業廃棄物処理対策実施計画 

 

静岡市役所 環境局 廃棄物対策課 

〒４２０－８６０２ 

静岡市葵区追手町５番１号 

電話  ０５４－２２１－１３６３ 

ＦＡＸ ０５４－２２１－１５６４ 
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